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提  案  理  由  の  要  旨 

  

本日ここに、令和 5年第 4回市議会定例会を招集し、提案いたしました案件につきまして、

その概要をご説明申し上げます。 

 

最初に、補正予算についてであります。 

〇 議案第 53号は、令和 5年度上越市一般会計補正予算であります。 

歳入歳出予算総額に 26億 8,740万円（以下、万円未満省略）を追加し、予算規模を 976

億 4,221万円とするものであります。 

その主な内容は、エネルギー、食料品等の物価高が依然として続いている状況を踏まえ、

国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、昨年度から引き続き、

家計への影響が大きい生活困窮世帯や子育て世帯、並びに経営状況が厳しいとされる中小

企業者等の皆さんに向けた支援を行うほか、介護保険施設及び障害者施設等を運営する法

人や畜産農家の負担を軽減する制度を新たに創設するなど、各種の支援を実施するもので

あります。 

また、新型コロナウイルスワクチンの接種などに要する経費を増額するほか、産業団地

等取得補助金などを増額するものであります。 

 

それでは、歳出予算から款を追って主な事業をご説明いたします。 

〇 総務費は、1,329万円の増額であります。 

マイナポイント第 2 弾の申込期限が本年 9 月末日まで延長されたことに伴い、支援を行

う窓口の体制を継続するために必要な経費を増額するほか、現在休止している上越観光物

産センターの利活用に向け、用地測量等に係る経費を増額するものであります。 

〇 民生費は、10億 4,914万円の増額であります。 

物価高騰に対する生活支援給付金として、令和 5 年度の住民税が非課税の世帯等に対し

1 世帯当たり 3 万円を、また、住民税が均等割のみ課税されている世帯に対し 1 万 5 千円

を、それぞれ支給するとともに、子育て世帯への支援として、18歳までの児童に対し、1人

当たり 1 万円を支給するほか、国が定める公定価格等により経営を行う介護保険施設及び

障害者施設等を対象に、光熱水費及び燃料費の一部を支援するために必要な経費を増額す

るものであります。 

また、本年 10月の生活保護基準の改正等に伴うシステム改修に必要な経費を増額するほ

か、私立認定こども園 1 園が、国の交付金を活用して実施する改修工事に係る補助金を増
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額するものであります。 

〇 衛生費は、6億 2,716万円の増額であります。 

新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種の期間が令和 6年 3月 31日まで延長された

ことに伴い、現在実施している春開始接種及び、本年 9 月以降に予定する秋開始接種に必

要な経費を増額するほか、安塚診療所の医師交代に伴う所要額を増額するものであります。 

〇 農林水産業費は、3,115万円の増額であります。 

飼料価格の高騰による畜産経営への影響を緩和するため、乳用牛又は肉用牛を飼養して

いる市内の畜産農家を対象に、粗飼料の価格上昇分に係る費用を支援するほか、土地改良

区等が管理する農業水利施設の電気料金に係る高騰分の一部を補助するために必要な経費

を増額するものであります。 

〇 商工費は、9億 4,481万円の増額であります。 

中小企業者などを対象に、光熱水費及び燃料費を支援するエネルギー価格高騰支援金を

支給するほか、新潟県南部産業団地の分譲に伴い、産業団地等取得補助金を増額するもの

であります。 

また、リフレッシュビレッジ施設の指定管理者の交代に伴い、前指定管理者が施設の管

理運営のために所有している資産の買取りに係る経費及び指定管理料の再算定に伴う所要

額を増額するものであります。 

〇 土木費は、2,043万円の増額であります。 

令和 4年 12月の断続的な降雨により損傷した市道上正善寺上綱子線ほか 1路線の法面修

繕工事を行うため、所要の経費を増額するものであります。 

〇 消防費は、138万円の増額であります。 

高速自動車国道における救急業務に関する覚書に基づき、東日本高速道路株式会社から

の支弁金が増額されたことから、上越地域消防事務組合への高速道救急業務負担金を増額

するものであります。 

 

次に、主な歳入について、ご説明いたします。 

〇 国庫支出金では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などを、県支出金

では、医師確保促進支援事業補助金をそれぞれ増額するほか、諸収入では、高速道救急業

務支弁金を増額するものであります。 

このほか、道路の修繕に要する経費に充当する市債を増額するとともに、本補正予算の

収支の均衡を図るため、財政調整基金繰入金を増額するものであります。 
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〇 第 2表は、地方債の補正であります。 

歳入予算に計上した市債と同額の限度額補正を行うものであります。 

 

 次に、条例その他の議案についてご説明いたします。 

〇 議案第 54 号 上越市市税条例の一部改正は、令和 5 年度税制改正に伴う地方税法等の一

部改正を受け、森林環境税の賦課徴収の方法を定めるほか、軽自動車税の種別割の特定小

型原動機付自転車に係る税率区分を明確化するなど、所要の改正を行うものであります。 

 

〇 議案第 55 号 上越市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例及び上越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、引用する文言を整

備するものであります。 

 

〇 議案第 56 号から議案第 64 号までの財産の取得は、ロータリ除雪車 3 台を制限付き一般

競争入札の方法により、また、除雪ドーザ 5 台のほか、市立全小学校に設置する校内ネッ

トワーク用無線アクセスポイント機器をそれぞれ指名競争入札の方法により、動産の買入

れ契約を締結するものであります。 

 

説明は以上であります。慎重ご審議の上、速やかにご賛同くださるようお願い申し上げま

す。 


